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 環 境 経 営 方 針

 

＜環境理念＞

　宇部興産コンサルタント株式会社は、一般財団法人 山口県環境保全事業団と共

に、山口県における産業廃棄物の適正処理を行うと同時に、環境保全に関する各

種事業を行い、本県の快適な生活環境の保全と産業の発展に寄与することを目的

として事業を展開し、また建設業における技術の探求で未来につながる価値を創

出し、地域社会の発展に貢献します。

＜行動指針＞

　環境経営システムを構築・運用し継続的な改善を進めるため、この行動指針に

基づき、環境経営目標及び活動計画等を定め、実効性のある活動を展開します。

　これらの活動を通じて、国連が定めたSDGs（持続可能な開発目標）の達成に

貢献します。

１．二酸化炭素の排出を削減します。

　事務所の照明を適宜、ＬＥＤ照明に交換し節電に努めます。

　エコドライブを実施して社有車のガソリンの使用量を削減します。

　エコ埋立重機を使用して軽油の使用量、排出ガスを削減します。

２．廃棄物の削減

　書類の電子化を推進するなど、紙使用量の削減を図ります。

３．水使用量の削減

　節水に努め、水使用量を削減します。

４．化学物質の適正管理に努めます。

５．産業廃棄物の最終処分において、環境保全に配慮します。

6．事業活動に関連する環境関連法規や条例等を遵守します。

7．地域社会と良好な環境コミュニケーションを図り、地域の環境保全に努めます。

8．この環境経営方針は、全社員に周知するとともに、研修や教育を行い環境保全

　に向けた意識の向上に努めます。

9．この環境経営方針は広く一般に公表します。

宇部興産コンサルタント株式会社

令和 3年 3月31日改訂

代表取締役　　森岡　研三
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<<参考>>

宇部興産コンサルタント㈱
◆山口県より取得した 認証一覧◆

<<参考>>環境経営方針とSDGｓの関連表



  １．事業の概要

事業所名　宇部興産コンサルタント株式会社

代表者名　代表取締役　　　森岡　研三

設立 　　1984年（昭和59年）9月

資本金 　　5,000万円

所在地　　本社 　　山口県宇部市大字東須恵３８９７番地の２

TEL: ０８３６－４４－１１７０（代表）

FAX: ０８３６－４４－１１７３

URL: https://www.ube-ic.co.jp

広島支店 　　広島県広島市安佐南区安東２－３－２０

TEL: ０８２－２２５－８５６０

FAX: ０８２－２２５－８５６１

環境事業部（宇部港東見初広域最終処分場）

　　山口県宇部市大字沖宇部字沖の山525-103

TEL: ０８３６－３２－２２８０

FAX: ０８３６－３２－２２８２

環境管理責任者 　　取締役 総務部長 小田村　直也

連絡担当者名 　　総務課長 荒木　智史

連絡先 TEL： ０８３６－４４－１１７１

FAX： ０８３６－４４－１１７２

E-mal： ｓ．ａｒａｋｉ＠ｕｂｅ-ｉｃ.ｃｏ.ｊｐ

URL： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｅｎｖ-ｕｉｃ.ｊｐ

事業の内容

【本社、広島支店】

土木設計、測量、地質調査、環境調査、構造物診断

地理情報システム、土木工事、地盤改良工事、施設維持管理

【環境事業部（宇部港東見初広域最終処分場）】

産業廃棄物の最終処分業及び一般廃棄物の受入・埋立
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事業の規模

【本社、広島支店】

単位 令和 2年度 令和 3年度

件 171 187

百万円 927 1,031

人 68（3） 76（3）

㎡

【環境事業部（宇部港東見初広域最終処分場）】

単位 令和 2年度 令和 3年度

最終処分量 t 47,635 50,901

百万円 395 422

人

㎡

㎡

当社の事業年度　 令和 ４年度（本社、広島支店、環境事業部）

「今回の対象期間：令和 ４年 4月～令和 ５年 3月」

認証・登録範囲

宇部興産コンサルタント株式会社

本社、広島支店、環境事業部（宇部港東見初広域最終処分場）

該当なし

全組織：全活動

令和 4年度

工事件数 191

従業員数 8

売上高 962

従業員数 71（4）

延べ床面積 1,265.58 （66.9）

令和 4年度

48,944

売上高 420

(   )内は広島支店の数値

対象外事業所

対象活動
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埋立面積 93,726

延べ床面積 149.74

対象事業者名

対象事業所



２．組織図及び認証・登録範囲（認証・登録範囲は以下の通り）

令和5年3月31日現在

認証・登録範囲 全組織：全活動

宇部興産コンサルタント株式会社　社長

本社、広島支店
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請負工事､業務等の管理体制（本社、広島支店）

活動項目
顧　客

(発注者)
管 理

責任者
品　質
管理室

営業部 総務部

【営　     　業】

営業

調査部 設計部測量部

【 設 計 計 画 】

性能規定型プロセス

【 業 務 計 画 】

仕様規定型プロセス

【購　     　買】

購買

検査

検査

【性能規定型業務】

性能規定型プロセス

【 仕様規定型業務】

仕様規定型プロセス

測定機器の管理プロセス

検査
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【納　　     品】

納 品

発注

設 計 作 業

設 計 管 理

購買管理、協力業者管理

受注・契約

検

査

台帳管理

承

承

発注

計 画

計 画

評 価

業 務 作 業

工 程 管 理



許可内容の記載　　（宇部港東見初広域最終処分場）
東見初最終処分場廃棄物残容量　258,566㎥（令和5年３月31日現在）

有 無

積替保管なし

許可の条件なし

有 無
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－ －

※　当該処分場の種類は「最終処分」である。又、一般廃棄物の処分については、宇部市からの委託を受けて実施している。

● ● ● ●
平成30年10月27日

令和5年10月26日

積替保管施設の
所在地及び面積

許可の条件

宇部市 － － ●

許可項目（事業の範囲） その他

都道府県及
び政令都市

積替
保管

積替保管施設の
所在地及び面積

許可の条件

山口県 ● 第03536145544号 ● ● ● ● ● ●

その他

都道府県及
び政令都市

積替
保管 許可の年月日

及び有効年月日
許可番号

燃
え
殻

汚
泥

廃
油

廃
酸

ガ
ラ
ス
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず

鉱
さ
い

が
れ
き
類

ダ
ス
ト
類
（

ば
い
じ
ん
）

廃
ア
ル
カ
リ

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
類

ゴ
ム
く
ず

産業廃棄物処分業許可証 許可項目（事業の範囲）

金
属
く
ず

動
植
物
性
残
さ

家
畜
の
ふ
ん
尿

家
畜
の
死
体

動
物
系
固
形
不
要
物

１
３
号
廃
棄
物

紙
く
ず

木
く
ず

繊
維
く
ず

● ●

●

許可の年月日
及び有効年月日

許可番号

 
不
燃
ご
み

（

土
砂
、

が
れ
き
、

　
コ
ン
ク
リ
ー

ト
、

ブ
ロ
ッ

ク
、

　
瓦
、

石
、

ボ
ウ
リ
ン
グ
の
玉

　
な
ど
）

 
焼
却
灰

 
ば
い
じ
ん

一般廃棄物処分



廃棄物の受入管理体制（環境事業部） 

　 廃棄物の受入は、原則てして下記フローに示す段階ごとに受入基準と合致していることを検査し
 適合したものを処分する。

産業廃棄物処分委託申込書 産業廃棄物処分委託申込書

［添付書類］

・産業廃棄物性状表

・運搬車両登録票

・分析証明書の写し（管理型産業廃棄物）

・その他必要な書類

不適合

適合

契約書

契約者カード １．契約者カードの交付

２．遵守事項等の説明

適合

１．搬入申込書提示（搬入日ごとに） （管理事務所）

２．承諾カード提示 １．運搬車両の確認

３．マニフェスト提出 契約者カード ２．契約者カードの確認

４．受入検査の協力 ３．マニフェストの確認

４．廃棄物の受入検査（目視）

５．計量（トラックスケール）

不適合 （処分場）

１．展開検査の実施

搬入産業廃棄物の持ち帰り ２．必要に応じて分析検査の実施

（契約の解除）

適合

マニフェスト 受入書 （退出時：管理事務所）

１．マニフェスト受取 １．計量（トラックスケール）

２．受入書受取 ２．マニフェスト返却

３．受入書交付

産業廃棄物処分委託契約締結

処分委託に必要な書類

契　約　不　可

産業廃棄物処分委託契約締結

産業廃棄物の搬入

（自動延長またはスポット）

産業廃棄物の搬入

１．産業廃棄物毎の書類審査

２．必要に応じて現物審査、現地調査

【排出事業者】 【宇部港東見初広域最終処分場】

受入審査

受入審査結果

受入基準の適否

受入産業廃棄物の埋立処分

搬入申込書
マニフェスト
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退　　出　　時



令和5年３月3１日現在

1 宇部興産コンサルタント株式会社　

2 本社、広島支店、環境事業部

3 該当なし

4 全組織：全活動

5 実 施 体 制 ：

役割分担表

環境管理システム全体を統括し、環境管理責任者からの

報告をもとに全体の評価と見直しを行う。

環境管理システムの全体の構築、運用、維持に関する

権限と責任を持つ。

本社における、環境管理システムの構築、運用、維持に

関する実務上の権限と責任を持つ。

本社における環境への取り組みに関する権限と責任を

持つ。

環境事業部における、環境管理システムの構築、運用、

維持に関する実務上の権限と責任を持つ。

環境事業部 環境管理担当者を補佐するとともに、廃棄

物処理業務部門の権限と責任を持つ。

広島支店における環境への取り組みに関する権限と

責任を持つ。

令和5年4月から稼働。

更新審査3回目（令和5年）に拡大予定

環境管理担当

役割・責任・権限・使命

代表者 社　長

EA21事務局
本社：総務部 担当者

EA21文章及び記録類の作成、維持、管理を行う。
環境事業部：担当者

環境事業部 工務グループ

業務部門担当　 リーダー

広島支店
部長・課長

環境管理担当　

本社（各部署）
課　長

担当者　

環境管理担当

統括　
本社総務部 部長

環境管理責任者　

本社（各部署）
部　長

環境管理担当

作成者

宇部興産コンサルタント株式会社　

社　長

統括 環境管理責任者

小田村 直也

小田村 直也 荒木 智史

本社

(各部署)部長・課長

環境事業部

EA21実施体制
本社 総務部長

対象事業者名：

対 象 事 業 所 ：

対 象 活 動 ：

対象外事業所：

本社

長門・防府営業所
部長・課長

環境管理担当　
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長門営業所

環境管理担当

防府営業所

環境管理担当

※令和5年4月から稼働

広島支店

環境管理担当

役割 所属(役職)

環境管理担当

環境事業部
所　長

EA21事務局
［担当者］

・本社 総務部

・広島支店

・環境事業部



３.令和4年度実績とその判定 及び 中長期環境目標

【2022年度初めに策定した当年度及び中期環境経営目標】
【当年度の目標対実績と判定】
【次年度の環境経営目標】

2021年度 2024年度 2023年度 2024年度

実績 目標 実績 判定 目標 目標 目標 目標

1 -1 二酸化炭素総排出量の総量 kg-CO²
218,497 215,057 210,756 以下 200,184 〇 211,942 以下 209,757 以下 200,184 124,462 123,217 以下 121,973 以下

( ▲2% ) ( ▲2% ) ( ▲5% ) ( ▲3% ) ( ▲4% ) （100%） 環境事業部75,722 ( ▲1% ) ( ▲2% )

-2 電気使用量 kWh 182,443 185,883 184,024 以下 174,435 〇 178,794 以下 176,970 以下 174,435 104,940 103,891 以下 102,841 以下

( +2% ) ( ▲1% ) ( ▲5% ) ( ▲2% ) ( ▲3% ) （100%） 環境事業部69,495 ( ▲1% ) ( ▲2% )

-3 ガソリン使用量 ℓ 31,925 28,750 28,463 以下 31,625 × 31,287 以下 30,967 以下 31,625 30,587 30,281 以下 29,975 以下

( ▲10% ) ( ▲1% ) ( +11% ) ( ▲2% ) ( ▲3% ) （100%） 環境事業部1,038 ( ▲1% ) ( ▲2% )

-4 軽油使用量 ℓ 18,828 19,858.0 19,659 以下 16,558 〇 18,451 以下 18,263 以下 16,558 2,292 2,269 以下 2,246 以下

( +5% ) ( ▲1% ) ( ▲16% ) ( ▲2% ) ( ▲3% ) （100%） 環境事業部14,266 ( ▲1% ) ( ▲2% )

2 総排水量 (使用水量) ㎥ 1,053 1,440.0 1,426 以下 1,235 〇 1,032 以下 1,021 以下 1,235 461 456 以下 452 以下

( +37% ) ( ▲1% ) ( ▲13% ) ( ▲2% ) ( ▲3% ) （100%） 環境事業部774 ( ▲1% ) ( ▲2% )

3 　自社発生廃棄物 ㎏ 3,846 4,340.0 4,297 以下 4,058 〇 3,769 以下 3,731 以下 4,058 3,640 3,604 以下 3,567 以下

　（一般廃棄物の削減） ( +13% ) ( ▲1% ) ( ▲6% ) ( ▲2% ) ( ▲3% ) （100%） 環境事業部418 ( ▲1% ) ( ▲2% )

4 延べ人数 171.0 159 159.0 以上 160.0 〇 173 以上 174 以上 160 160 168 以上 176 以上

( ▲7% ) ( +1% ) ( +1% ) ( +2% ) （100%） 環境事業部0 ( +0.5% ) ( +1% )

5 回 8.0 10 10.0 以上 10.0 〇 8 以上 8 以上 10 9 10 以上 11 以上

( +25% ) ( - ) ( +1% ) ( +2% ) （100%） 環境事業部1 ( +1% ) ( +2% )

・電気事業者別二酸化炭素調整後排出係数：　中国電力(株)2022年度　実績　0.545kg-CO2/kWh
・「受託廃棄物の再資源化率率」は、中間処理後の廃棄物のリサイクル率を示す。
・化学物質は、当社において使用がないため、化学物質使用量削減の目標は掲げません。
・2023年度目標より環境事業部を除外

11

年度終了後の次年度目標の見直し

事業年度：4月1日～翌年3月31日

資格の取得

地域・社会貢献活動及び
会社周辺の清掃

年度始めに策定

環境目標 単位
2020年度実績

(基準年度)

2022年度 2023年度 2022年度実績
(基準年度)

2022年度実績
(環境事業部除外)



４．環境経営計画及びその実施状況と評価並びに今後の環境経営計画

環境経営目標を達成するために、次の環境経営計画を定め実行した。
当社の業務内容から、取り組みの期間を限定すべき項目ではないので、全ての計画は
年間を通じて取り組んだ。

環境経営計画

エアコン設定温度を季節毎に設定し、実行する 〇

昼休み、残業時の不要な照明の消灯を実行する 〇

事務所の照明を適宜、LED照明に交換し節電に努める 〇

エアコンのフィルターを定期的に清掃する 〇

エコ埋立重機を使用して、軽油の使用量、
排出ガスを削減する

〇

埋立作業管理を徹底し、重機等の稼働効率を
上げる

〇

エコドライブを実施し、社有車のガソリン
使用量を削減する

×
・エコドライブ実施などは周知
　できていたが災害業務等により
　社有車の利用が増大した。

灯油使用機器の使用時間短縮 〇
・活動項目に沿った取組は
　実施できた。

省エネ意識を徹底する 〇
・活動項目に沿った取組は
　実施できた。

書類の電子化を推進するなど、紙使用量の削減を図る

不用紙（裏紙）の使用を推進

節水に努め、上水使用量の削減をする 〇
・節水の励行及び使用効率向上
　の指示をした。

毒物劇物在庫量と帳簿量の日々の確認を実施し、
適正に管理する

〇
・適正に管理した。
　引き続き計画を継続する。

資格取得を促進するような資格手当の見直し ✕
・資格手当の見直しを継続中。
　来年度には規程改訂見込み。

事業活動に関連する環境関連法規や条例等を遵守

当処分場施設見学の積極的な受入を実施する

地域の環境保全に努める

周辺の清掃活動や不法投棄廃棄物回収活動への
参加を行う

軽油使用量

ガソリン使用量

電力使用量

上水使用量の削減

化学物質の適正管理

一般廃棄物の排出量の削減

・活動項目に沿った取組は
　実施できた。
　引き続き計画を継続する。

・電子化推進は概ね実行済み。
　不要紙の使用は励行している。
　
・廃棄物の排出量が多いため、
　適切な選別・削減化に向けて
　今後も計画を継続する。

地域・社会貢献活動及び
会社周辺の清掃

〇

資格の取得

環境経営目標

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

評価・今後の環境経営計画（取組）

・計画はほぼ確実に実行され、
　目標も達成しているので
　引続きこの計画を継続させる。

・電力については、残業等によ
　る使用量が増加した為、今後
　は業務の生産性を向上させ、
　働き方改革の実践を行う。

・環境事業部において、一時的に
　軽油の使用料が増加したが
　期間が限定的である為、是正
　処置は行わない。

・活動項目に沿った取組は
　実施できた。
　引き続き計画を継続する。
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灯油使用量

LPG使用量

〇



５．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

環境関連法の自己チェックの結果、違反等はありませんでした。

関係当局より違反の指摘及び、利害関係者からの訴訟等も過去５年以上ありません。

対象法令等一覧

本社・広島支店 環境事業部

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ● ● 遵法

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 （建築物省エネ法） ● 遵法

大気汚染防止法 ● 遵法

消防法 ● ● 遵法

フロン排出抑制法 ● 遵法

建設リサイクル法 ● 遵法

毒物及び劇物取締法 ● 遵法

労働安全衛生法 ● 遵法

特定化学物質障害予防規則 ● 遵法

山口県循環型社会形成推進条例 ● 遵法

浄化槽法 ● 遵法

遵守状況
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法的及びその他の要求事項　対象法令等
該当サイト



６．代表者による全体評価と見直し・指示

　評価および見直しの実施年月日

　評価者名（代表者名） 代表取締役  森岡　研三　

　評価および見直しに参加した人

①　環境経営方針

②　令和４年度の取組における環境経営目標の達成及び環境経営

　　計画の実施状況、その評価結果

③　是正処置及び予防処置結果

④　環境関連法規制等の遵守状況のチェック結果

⑤　外部からの苦情等の受付結果

⑥　直近の審査報告書（登録審査の場合は不要とした）

⑦　昨年の代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果

⑧　その他（例：環境関連法規等の改正動向の情報、etc)

環境への取組は適切に
実施されているか

令和5年6月28日

EA21事務局　担当者（本社、広島、環境事業部）

　提出した情報（資料等）

　評　価

環境経営システムが
有効に機能しているか

・社員全員が積極的に取り組み、二酸化炭素排出量の目標を達成
　しているが、ガソリン使用量削減の目標に対して結果が未達成で
    あった。

・この原因究明と取組方法及び目標設定を最初から見直す必要があ
る。

・全社へ拡大され2年が経過し、全社員の環境経営意識が向上した。
　しかしながら、環境経営目標成果の一部で未達成が確認された。

・この結果を基に、環境経営目標の取組の見直しと改善を必要とす
る。
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環境経営方針変更の
必要性

・環境経営方針の基本的方向性は継続する。
　環境事業部撤退による見直しは必要である。

見直し

（変更の
   必要性

     ・指示）

環境経営目標変更の
必要性

環境経営計画
変更の必要性

実施体制
変更の必要性

・環境事業部撤退により、実施体制の変更が必要である。

・環境経営目標に対する取組方法及び内容については評価ができる。
　但し､ガソリン使用量については､災害対応による数値の増加が原因
と
　なっている為､限定的な数値の結果が未達成であったと見なす。
　尚、変更の必要性は今後の結果を見極めながら現状を進める。

・環境への取組の自己チェック表から、必要な全ての活動が既に取り
　組まれているが、環境事業部撤退による計画の見直しが必要であ
る。



◆その他（当社CSR）

環境への取り組み

社会への取り組み

社会貢献活動
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山口県錦川総合開発事務所の呼びかけに応じ、

毎年当社社員がゴミ拾い活動に参加しています。

NPO山口県砂防ボランティア協会員として、岩国地区を

襲った豪雨災害の状況を調査し、山口県に報告しました。

厚東川工業用水利用者協議会からの呼びかけに応じ

て６名が参加し、爽やかな汗を流しました。

山口県産廃協会主催の行事に東見初処分場の社員

も参加しています。

当社が山口県環境保全事業団より委託管理している

東見初最終処分場では毎年多くの団体の現地見学を

受け入れ、運営状況を説明しています。

美祢市に広がる国内最大級のカルスト台地「秋吉台」

で、火道切り（山焼きの準備作業）を行いました。


